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まず、ホテル又は旅館のバリアフリー化に関しまして、東京オリンピック・パラリンピック競技
⼤会組織委員会・国⼟交通省・東京都の取組みについて、順次説明いたします。
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まず、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の取組みについてです。
組織委員会では来年に開催予定のオリンピック・パラリンピックのアクセシビリティに関する
指針としてTokyo2020 アクセシビリティ・ガイドラインを2017年3月に策定しており、大
会を契機として、大会に直接関わらない方も含めて自主的な環境整備に幅広く取り組
むことなどを目指しています。
この中で、⾞椅⼦使⽤者に配慮した客室として、客室の運⽤⽅法、ドアの幅やベッドへ
の移乗スペースの確保など、客室の仕様について具体的な数値等が出されています。
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次に国⼟交通省の取組みについてです。
国⼟交通省では、⾼齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわ
ゆるバリアフリー法を改正し、2019年9⽉より施⾏されています。
改正の内容としては、ホテル又は旅館における⾞椅⼦使⽤者⽤客室の設置数に係る
基準についてです。
客室総数が50室以上のホテル又は旅館については、1以上の⾞椅⼦使⽤者⽤客室
を整備する必要がありましたが、改正後は客室総数の1%以上を⾞椅⼦使⽤者⽤客
室として整備することとなりました。
また、急速な⾼齢化の進⾏や訪⽇外国⼈旅⾏者の増加を受け、より⼀層のバリアフ
リー対応が求められるなどの状況から、ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円
滑な移動等に配慮した建築設計標準 追補版を2019年3月に策定しています。
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次に、東京都の取組みについてです。
東京都では建築物バリアフリー条例を2019年3月29日に改正し、バリアフリー法の施
⾏⽇と同じ9月1⽇より施⾏されています。
対象としては、旅館業法に規定するホテル又は旅館のうち、風営法に規定する営業の
⽤に供する施設と簡易宿所営業の施設を除いた施設となります。
基準としては、一般客室までの段差解消や、一般客室の出入口幅80cm以上、便
所及び浴室等の出入口の幅70cm以上、客室内の段差解消等になります。
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これは、ホテル又は旅館の一般客室におけるバリアフリー基準の比較表になります。
Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン、国交省が策定した建築設計標準 追補版、
東京都の条例の3種類の基準で比較しました。
３つとも客室の出入口の幅は80cm以上、便所・浴室等の段差なしの基準のほか、
便所・浴室等の出⼊⼝の幅については、70cm〜80cm以上と様々です。
また、アクセシビリティ・ガイドラインでは、便所・浴室等については浴槽等への寄付き、⼿
すりの設置等が記載されており、建築設計標準 追補版では、浴室までの経路幅
100cm以上の確保等が記載されています。
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次に、大阪府内のホテル又は旅館の現状及び新型コロナウイルス感染症の収束後を
勘案した国や大阪府における対応などについて説明いたします。
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まず、大阪府内の延べ宿泊者数の推移について説明いたします。
これは、観光庁の宿泊旅⾏統計の数値です。
2011年には2176万人でしたが、2019年には4451万人と約2倍以上となっています。
また、外国人の宿泊者数についても、237万人から1702万人と約7倍以上となってい
ます。
延べ宿泊者数の増加の多くは外国人の宿泊者数によるものです。
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次にホテル⼜は旅館の年度別の供給施設数と客室数の推移について説明いたします。
旅館業法の許可を受けたホテル又は旅館のうち、床面積1,000㎡以上の件数です。
外国人宿泊者数が増加した2015年あたりからホテル⼜は旅館の許可件数が増加傾
向にあり、昨年度の許可件数は109件となっています。
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次にホテル⼜は旅館の⽴地市町村と⾞椅⼦使⽤者⽤客室の整備数について説明い
たします。
先ほどの旅館業法による許可を受けたホテル又は旅館の客室数を市町村別に集計し
たグラフと⾞椅⼦使⽤者⽤客室数をまとめたものです。
ホテル又は旅館の多くは大阪市内に⽴地し、全体の約85％で、次に泉佐野市が6％
となっています。
また、⾞椅⼦使⽤者⽤客室については、旅館業法の許可件数などから、283室整備
されていると推計しています。
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次にホテル又は旅館の面積別、タイプ別の客室数の実績について説明いたします。
2015年度〜2018年度までに旅館業法の許可を受けた床面積1,000㎡以上のホ
テル又は旅館のうち、ホテルのHP等で客室タイプ別の室数と面積が把握できた施設を
集計した表で全部で19,078室です。
このうち、⾞椅⼦使⽤者を含む、多くの⽅が利⽤できるように定めた「UDルームⅡ基
準」が適用される客室が⻩⾊の網掛けの1ベッド客室のシングルとダブルの客室の合計
1,063室と赤色の網掛けの2ベッド客室のツインの客室1,740室で全体の14.7％と
なっています。
基準については、後程説明いたします。
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さて、新型コロナウイルス感染症の拡大により、観光需要の低迷や、外出の自粛等の
影響により、地域の多様な産業に対し甚大な被害を与えました。
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この資料は観光庁がまとめた、2019年の国内の旅⾏消費額になりますが、⼀年間の
総額が27.9兆円となっています。
このうち、⽇本⼈の国内宿泊旅⾏は、17.2兆円、⽇帰り旅⾏が4.8兆円で合計22
兆円と全体の8割近くとなっています。
また、⽇本⼈が海外旅⾏に⾏く際に国内で消費する額が1.2兆円、訪日外国人が国
内で消費する額が4.8兆円となっています。
このことから、今後、⽇本⼈の国内宿泊旅⾏や⽇帰り旅⾏の回復が重要であると考え
られます。
さらに、現在、海外旅⾏に⾏くことが困難なため、海外旅⾏で消費していた⾦額が国
内で消費される可能性もあります。
これらで、訪⽇外国⼈旅⾏の減少分を少しでも補うことができれば、国内の旅⾏消費
の回復につながるのではないかと考えられます。
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次に新型コロナウイルス感染症の収束後を勘案した国における対応について説明いた
します。
⽇本国内における⼈の流れと街のにぎわいを創り出し、地域を再活性化するための需
要喚起が必要ということが挙げられています。
そのため、まずは、感染防止を徹底し、雇用の維持と事業の継続を最優先に取組むと
ともに、甚大な影響を受けている観光・運輸業、飲食業、イベント・エンターテイメント業
などを対象とし、期間を限定した官⺠⼀体型の需要喚起キャンペーンを講じることとして
います。
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具体には、観光イベント・観光資源の磨き上げ等として、地域の観光イベント・観光資
源を外部専門家との連携等により磨き挙げる取組等を支援することで、観光地等の高
付加価値化・誘客の多角化を促進することとしています。
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また、大阪府においては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、厳しい経済状況が
続く府内観光関連事業者を⽀援するため、「⼤阪の⼈・関⻄の⼈いらっしゃい︕」キャ
ンペーンを実施しています。
大阪観光局の公式SNSを活⽤し、⼤阪府の魅⼒をリアルタイムで情報発信しています。
詳細については、ホームページをご覧ください。
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ではここから、大阪府におけるホテル又は旅館のバリアフリー化の促進について説明いた
します。
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まず、⼤阪府福祉のまちづくり条例の改正について説明いたします。
大阪府では福祉のまちづくり条例を2020年3月27日に改正し、9月1⽇からの施⾏と
なります。
対象としては、新築・増築、改築⼜は⽤途変更の部分の床⾯積の合計が1000㎡以
上のホテル又は旅館です。
なお、風営法に規定する営業の⽤に供する施設と旅館業法における簡易宿所営業の
施設に該当する施設は対象外です。
また、上記以外のホテル又は旅館の既設については、努⼒義務になります。
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次に一般客室のバリアフリー化について説明いたします。
一般客室までの経路基準では、道等及び駐⾞場から客室までの経路に段を設けない
こととしています。
一般客室内の基準では、客室⾯積が狭い⼀般客室では、⾞椅⼦使⽤者が利⽤しや
すいスペース等の確保が物理的に困難であることから、⾼齢者や障がい者等に配慮し
た最低限の基準として、ＵＤルームⅠ基準を設けています。
また、客室⾯積が広い⼀般客室では、⾞椅⼦使⽤者が利⽤しやすいスペース等の確
保がされやすいことから、⾞椅⼦使⽤者を含めた⾼齢者や障がい者等に配慮した基準
として、UDルームⅡ基準を設けています。
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基準の作成にあたり、⼤阪脊髄損傷者協会と障害者の⾃⽴と完全参加を⽬指す⼤
阪連絡会議に所属している、⾞椅⼦使⽤者や事業者の協⼒のもと、
ユニットバスに⼊る際の経路幅、ユニットバス内の段差の状況や洗⾯器への寄り付きな
どを検証いたしました。
1418の大きさのユニットバスで出入口の有効幅が726mmを使用し、検証しました。
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使⽤した⾞椅⼦は、⼿動⾞椅⼦のコンパクト型、標準型、電動⾞椅⼦の標準型、簡
易型の4種類です。
被験者は、上肢に問題のない⾼齢の⽅、上肢が不⾃由で介護が必要な⽅、上肢が
不⾃由な⽅です。
⾞椅⼦の全幅、全⻑は表のとおりです。
検証結果をまとめると、浴室前の通路幅として、⼿動⾞椅⼦のコンパクト型は
750mm、標準型は800mm、電動⾞椅⼦では1,000mm以上が必要でした。
ユニットバスの出入りにあたり、段差25mmで入退室時に全ての⾞椅⼦で前輪が引っ
掛かることがあり、出入口の有効幅員が726mmでぎりぎり通過できました。
洗⾯器への寄り付きについては、⼿動⾞椅⼦の標準型では寄付きにくい場合がありま
した。
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次に、基準の内容について説明いたします。
最初に、1ベッド客室のUDルームⅠ基準について、検証図を事例として説明いたしま
す。
対象は、1ベッド客室で18㎡未満、2ベッド以上客室で22㎡未満の客室になります。
1つ目に、客室の出入口の幅を80cm以上としています。
2つ⽬に、客室内に階段⼜は段を設けないこととしており、⽤途変更については努⼒義
務としています。
ただし、同一客室内において、勾配1/12を超えず幅70cm以上の傾斜路を併設する
場合や浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合等を除いていま
す。
なお、浴室等の内側に防水上必要最低限の高低差を除くとしていますが、その数値を
2cm程度としています。
3つ⽬に、客室内の便所及び浴室等の出⼊⼝の幅を70㎝以上としています。
4つ目に、客室出入口から1以上のベッド・1以上の便所及び浴室等までの経路の幅を
80cm以上としています。
なお、経路の確保については、ベッドの短辺側までの経路の確保でも可としており、ベッ
ドや家具の移動等、簡単にできる客室のレイアウトの変更による対応でも可としていま
す。
この基準については、1ベッド客室で15㎡以上、2ベッド以上客室で19㎡以上の客室
に限定しています。
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5つ⽬に、便所及び浴室等に⼿すり等を適切に配置することを努⼒義務としています。
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これは、2ベッド客室のUDルームⅠ基準の検証図になります。
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これは、先ほど説明しました、ＵＤルームⅠ基準をまとめたものです。
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これは、先ほどのUDルームⅠ基準のうち、2つ目と4つ目の基準について、技術的運用
を定めていますのでご覧ください。
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次に、1ベッド客室のUDルームⅡ基準について、検証図を事例として説明いたします。
対象は、1ベッド客室で18㎡以上、2ベッド以上客室で22㎡以上の客室になります。
1つ目に、客室の出入口の幅を80cm以上としています。
2つ⽬に、客室内に階段⼜は段を設けないこととしており、⽤途変更については努⼒義
務としています。
但し書きはUDルームⅠ基準と同様です。
3つ⽬に、客室内の便所及び浴室等の出⼊⼝の幅を75㎝以上としています。
4つ目に、客室出入口から1以上のベッドの⻑辺側の側面までと、1以上の便所及び浴
室等までの経路の幅を80cm以上としています。
ただし、便所及び浴室等の出⼊⼝に⾄る経路が直⾓路となる場合は、当該出⼊⼝付
近における経路の幅は100cm以上としています。
なお、経路の確保については、ベッドの⻑辺側に120cm以上接するように経路を確保
することとしており、ベッドや家具の移動等、簡単にできる客室のレイアウトの変更による
対応でも可としています。
5つ⽬に、⾞椅⼦使⽤者が便器、浴槽等及び洗⾯台に寄り付くことができる空間を確
保することとしています。
具体的には3点式ユニットバスの場合、⻑辺⼊りで1418以上、短辺入りで1620以
上としています。
6つ⽬に、客室内に⾞椅⼦使⽤者が⾞椅⼦を転回することができる空間を確保するこ
ととしており、直径120cm以上の空間を確保することを基本としています。
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なお、ベッドや家具の移動等、簡単にできる客室のレイアウトの変更による対応でも可
としており、家具等の下部に⾞椅⼦のフットレストが通過できるスペースが確保されてい
れば、その部分も有効スペースとしています。
7つ⽬に、便所及び浴室等に⼿すり等を適切に配置することを努⼒義務としています。
8つ目に、客室と、客室内の便所及び浴室等の出⼊⼝に設ける⼾は引き⼾⼜は⾃
動的に開閉する構造とすることを努⼒義務としています。
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これは、2ベッド客室のUDルームⅡ基準の検証図になります。
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これは、先ほど説明しました、ＵＤルームⅡ基準をまとめたものです。
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これは、先ほどのUDルームⅡ基準のうち、4つ目、5つ目、6つ目の基準について、技術
的運用を定めていますので、ご覧ください。
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次に、⾞椅⼦使用者用客室の規定について説明いたします。
これまでは客室出入口の幅80cm以上や浴室等において⾞椅⼦使⽤者が円滑に利
用できること等が義務付けられていましたが、さらに客室の出入口及び浴室等の出入
⼝について、引き⼾⼜は⾃動的に開閉する構造の⼾とすることを義務付けました。
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次にバリアフリー情報の公表について説明いたします。
先ほどご説明しました一般客室の基準が適用されるホテル又は旅館については、バリア
フリー情報の公表を義務化し、営業を開始される前に、公表内容や方法等を記した計
画書を大阪府に届け出ることとしています。
公表⽅法はインターネットの利⽤やパンフレット等の掲載としていますが、原則、ホーム
ページ等のインターネットを利⽤した⽅法としています。
また、大阪府に計画書の届出があったときは、その概要を府のホームページで公表する
こととしています。
なお、一般基準が適用されないホテル又は旅館の営業者については、これらの規定は、
努⼒義務としています。
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次にバリアフリー情報の公表項目について、説明いたします。
公表する項⽬については、駐⾞場や主要な出⼊⼝の⼾の形式等のハード⾯のバリアフ
リー情報と備品の貸出、設備の設置、コミュニケーションサービス等のソフト面のバリアフ
リー情報としています。
ハード⾯のバリアフリー情報については、「駐⾞場がない」などの情報も重要なため、整
備されていない項目についても記載することとしています。
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これは、バリアフリー情報の公表にあたって使⽤していただきたいピクトサインの例になりま
す。
ピクトサインとは、文字による文章で表現する代わりに、視覚的な図で表現することで、
⾔語に制約されずに内容の伝達を直感的に⾏う⽬的で使⽤されるもので、国際シンボ
ルマークや非常口マークが、これにあたります。
バリアフリー情報を公表する場合には、このピクトサインの使用をお願いします。
なお、表⽰する際には、対応できている場合は上の⻘⾊のピクトサインを使⽤することと
しており、対応できていない場合は下の灰色のピクトサインを使用することとしています。
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最後になりますが、新基準をとりまとめた表になります。
⻘の⽮印が改正前からある基準で、赤の二重線の矢印が今回の改正に伴い基準化さ
れた項目になります。
⾚の点線の⽮印については努⼒義務となっています。
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技術的運用を含めた詳しい解説や情報公表制度については、大阪府のホームページ
で掲載している「⼤阪府福祉のまちづくり条例の改正（令和２年３⽉）に係る解説
（ホテル又は旅館）」と「⼤阪府情報公表制度マニュアル」でとりまとめていますので、そ
ちらもご覧ください。
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以上で説明を終了させていただきます。
説明内容についてご質問等がございましたら、当様式に質問事項をご記入のうえ、メー
ルにてお送りください。
メールアドレスや様式につきましては、概要欄をご覧ください。
なお、⼤阪府福祉のまちづくり条例に関する、よくあるご質問については、すでにホーム
ページで掲載させていただいておりますので、そちらもご覧ください。
今後、皆様からのご質問を踏まえ更新させていただきます。
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